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次 第 

 

１ 諮 問 

    第 2 号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

 

２ 議 題 

第１号 滞納債権の適正管理における滞納者情報の利用について 

第２号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

 

【質疑回答】 

【意見】 

【表決】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 諮問  ※第１号については、第１回審査会にて諮問済 

 

第 2 号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

 
 
２ 議題 

 

【質疑回答】 
 

第１号 滞納債権の適正管理における滞納者情報の利用について 

(第１回審査会での質疑以外はなし。) 

 

第 2 号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

◆ A 委員  管理要綱には目的外利用については記載されているが、目的（何のために録画・保存する 

のか）についての記載を確認できず「運用要綱」に明記されているのでしょうか。 

◆警 防 課  災害現場映像システムで撮影された映像を、リアルタイムに画像伝送し情報共有すること 

を一次的な目的として運用要綱等で定めており、管理要綱第５条に規定する災害現場活動検

証や火災原因調査等で使用するため、任意に録音・録画することが二次的な目的となります。 

        この録音・録画により本人の意思とは関係なく個人情報が写りこむことから、映像の管理

方法の取扱いについて諮問したところであります。 

◆ B 委員  「管理責任者が必要と認めた場合に保管期間を延長することができる」とありますが、ど 

れくらい延長できるのでしょうか。 

個人情報保護に十分かつ慎重に配慮しつつ、保管期間を３か月ではなく１年から３年位の 

必要はないでしょうか。 

◆警 防 課  保管期間の延長は、事案に応じて管理責任者が判断することとしており最長期間は定めて 

おりません。 

ただし、保管目的であります火災原因調査や活動検証会における消防内部規定から個人情

報の漏えい等を防止するため、必要最小限の期間としております。 

（参考：火災原因調査は、火災規模に応じ３～６ケ月以内に原因を調査判定し報告。 

活動検証会は、２ケ月に 1 回程度開催。） 

◆ C  委員  ドローンで撮影された映像もウェアラブルカメラ同様、SD カードに記録され保管される

のでしょうか。 

映像情報の提供依頼があった場合、元の SD カードからコピーしたものを提供するのでし

ょうか。 

また、消去・返却について誓約書をもらうとありますが、消去の場合はどのように本当に

消去されたかを確認するのでしょうか。 

◆警 防 課  ドローン及びウェアラブルカメラともに SD カードへの保存となります。 

      映像情報は、管理要綱５条に規定する災害現場活動検証や火災原因調査に使用することが想 

定される場合に、任意に録画ボタンを押下することで SD カードに保存するものであります。 

 元の SD カードは常時空の状態を維持するため、必要に応じて事務用の SD カード等に複

写保管し、提供の要請があった場合は、DVD 等の媒体に複写し提供することを想定しており

ます。 

             データの消去確認については行いませんが、提供先として警察機関、検察、裁判所などの

公的機関としており法的根拠に基づく提供を想定しております。        

提供する際には、誓約書を遵守いただくよう指示するとともに、公的機関に求められます守

秘義務やそれぞれの機関で定められた個人情報保護に関する規定を遵守した取扱いをして

もらいます。 

 

 

【意見】 
 

第１号 滞納債権の適正管理における滞納者情報の利用について 

(第１回審査会での意見以外はなし。) 

 



第 2 号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

◆ D 委員  定期的に、管理者・取扱者の研修を実施する等、個人情報の管理意識を風化させないよう

運用されることを切に願います。 

 

 

【表決】 
 

第１号滞納債権の適正管理における滞納者情報の利用について 

 賛成７名・反対０名 

 

第 2 号 災害現場映像システムで撮影された映像データの管理について 

賛成７名・反対０名 

 

 

 

 

 

 

以上会議を記録し、正確を期するためにここに署名する。 

 

 

会議録署名委員             印 

 

 

会議録署名委員             印 

 

 

 

 

 

 


